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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次電池が搭載された電動車両の走行情報を取得する取得手段と、
　前記走行情報に基づいて所定エリア内に設けられた充電装置の充電出力値を推定する充
電出力推定手段と、
　前記推定された充電出力値に基づいて、前記所定エリア内で充電量が不足するおそれが
あるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段の判断結果に応じて、前記電動車両に対して、自車の充電に関する推奨情
報を提供する情報提供手段と、を備える情報提供装置。
【請求項２】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記電動車両の走行予定経路の情報、前記電
動車両が走行する道路の地形情報、前記電動車両が走行する道路の渋滞情報、又は、前記
電動車両の環境の気象情報のうち少なくとも一つの情報を含む請求項１記載の情報提供装
置。
【請求項３】
　前記推奨情報は、前記充電装置の位置情報、前記電動車両の充電量の情報、前記充電装
置の種類の情報、前記電動車両の走行経路の情報、前記充電装置における充電待ち時間の
情報、又は、前記充電装置における充電時間の情報のうち少なくとも一つの情報を含む請
求項１又は２記載の情報提供装置。
【請求項４】
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　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記電動車両の走行予定経路及び前記車両の
位置情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリアに向かって走行する電動車両に対して、前記
所定エリア外に設けられた充電装置の位置情報を、前記推奨情報として提供する請求項１
又は２記載の情報提供装置。
【請求項５】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリア内を走行し、前記所定エリア内での充電が必
要ない電動車両に対して、前記所定エリアの外に設けられた充電装置の位置情報を、前記
推奨情報として提供する請求項１又は２記載の情報提供装置。
【請求項６】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリア内で充電中の電動車両または前記所定エリア
内で充電する予定の電動車両に対して、少なくとも前記所定エリアの外まで走行するため
に必要な充電量を、前記推奨情報として提供する請求項１又は２記載の情報提供装置。
【請求項７】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリア内で充電する予定の電動車両に対して、前記
充電装置の種類の情報を、前記推奨情報として提供する請求項１又は２記載の情報提供装
置。
【請求項８】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリアに向かって走行する車両に対して、前記所定
エリアを含まない走行経路の情報を、前記推奨情報として提供する請求項１又は２記載の
情報提供装置。
【請求項９】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断された場合に、前記所定エリア内で充電する予定の電動車両に対して、前記
充電装置における待ち時間を、前記推奨情報として提供する請求項１又は２記載の情報提
供装置。
【請求項１０】
　前記走行情報は、前記二次電池の残容量、前記車両の走行予定経路及び前記車両の位置
情報を含み、
　前記情報提供手段は、前記判断手段により前記所定エリア内で充電量が不足するおそれ
があると判断した場合に、前記所定エリア内で充電する予定の電動車両に対して、前記充
電装置における充電時間を、前記推奨情報として提供する請求項１又は２記載の情報提供
装置。
【請求項１１】
　前記判断手段は、前記充電出力値が所定の充電出力閾値より大きい場合に前記所定エリ
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ア内で充電量が不足するおそれがあると判断し、前記充電出力閾値は、前記所定エリア内
に設けられた前記充電装置の定格出力値に基づいて設定される請求項１記載の情報提供装
置。
【請求項１２】
　前記判断手段は、前記充電出力値と、前記所定エリアの最大電力供給値と、前記所定エ
リアの前記充電装置を除く電力需要と、に基づいて前記所定エリア内で充電量が不足する
おそれがあるか否かを判断する請求項１記載の情報提供装置。
【請求項１３】
　前記判断手段は、前記充電出力値が所定の充電出力閾値より大きい場合に前記所定エリ
ア内で充電量が不足するおそれがあると判断し、前記充電出力閾値は、前記走行情報に基
づいて設定される請求項１記載の情報提供装置。
【請求項１４】
　二次電池が搭載された電動車両の走行情報を取得するステップと、
　前記走行情報に基づいて前記所定エリア内に設けられた充電装置の充電出力値を推定す
るステップと、
　前記推定された充電出力値に基づいて、前記所定エリア内で充電量が不足するおそれが
ある否かを判断するステップと、
　前記判断結果に応じて、前記電動車両に対して、自車の充電に関する推奨情報を提供す
るステップと、を含む情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両への情報提供装置および情報提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充電装置を制御する制御装置は、時間経過に応じて商用電力の消費量を予想した消費電
力の負荷曲線を作成し、負荷曲線の表す電力需要が低い時間帯に充電開始時間を設定して
前記充電装置に通知し、被充電物を充電する充電装置は、通知された充電開始時間で充電
を開始する電気供給制御システムが知られている（特許文献１）。
【０００３】
　しかしながら、上記従来のシステムでは制御装置側で充電装置の充電開始時間を調整す
ることはできるが、被充電物に対しては何ら対処していないため、被充電物が所定のエリ
アに集中し、要求される電力に対して充電量が不足する可能性があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９５７１７号公報
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、所定エリア内における充電量不足を抑制する情報提供装置および情報
提供方法を提供することである。
【０００６】
　本発明は、所定エリア内に設けられた充電装置の充電出力値に基づいて、前記所定エリ
ア内で充電量が不足するおそれがあるか否かを判断し、この判断結果に応じて、電動車両
に対して、自車の充電に関する推奨情報を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、電動車両に対して、自車の充電に関する推奨情報を提供するため、充
電する車両が所定エリアに集中することを防ぎ、その結果、所定エリア内に設けられた充
電装置の充電量が不足することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
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【０００８】
【図１】発明の実施形態に係る情報提供装置を含めた情報提供システムの概要図である。
【図２】図１の車両の一部のブロック図である。
【図３】図１の情報提供システムのブロック図である。
【図４】図１の情報提供装置の制御手順を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１０】
《第１実施形態》
　本例の情報提供装置について、図１～図３を用いて説明する。図１は本例の情報提供装
置を含めた情報提供システムの概要図を示し、図２は図１の情報提示システムに含まれる
車両の一部のブロック図を示し、図３は、本例の情報提供装置を含めた情報提供システム
のブロック図を示す。
【００１１】
　本例の情報提供装置１は、図１に示す情報提示システムの一部であり、車両２１及び車
両２２と間で信号の送受信を行う。車両２１及び車両２２は、二次電池を搭載した電動車
両であり、当該二次電池は、充電装置３１又は充電装置３２からの電力により充電される
。車両２１及び車両２２は、例えば高速道路を走行しており、車両２１は他の車両２１と
密集して走行し、車両２１の周辺は渋滞している。一方、車両２２の周辺には、他の車両
２２が密集して走行しておらず、車両２２の周辺は渋滞していない。
【００１２】
　充電装置３１及び充電装置３２は、例えば高速道路のサービスエリア等に設けられてお
り、車両２１が走行するエリアＡに充電装置３１が設けられ、車両２２が走行するエリア
Ｂに充電装置３２が設けられている。ここで、図１において、充電装置３１を含む所定エ
リアをエリアＡとし、充電装置３２を含む所定エリアをエリアＢとする。つまり、車両２
１にとって最寄りの充電スタンドは充電装置３１であり、車両２２にとって最寄りの充電
スタンドは充電装置３２である。また充電装置３１及び充電装置３２は、情報提供装置１
との間で信号の送受信を行い、情報提供装置１は、充電装置３１及び充電装置３２の充電
を管理する。
【００１３】
　図２に示すように、車両２１は、通信部２０１、ナビゲーション２０２、ＣＰＵ２０３
、二次電池２０４及び車内ＬＡＮ２０５を備える。通信部２０１、ナビゲーション２０２
、ＣＰＵ２０３及び二次電池２０４は、車内ＬＡＮ２０５により接続されている。ナビゲ
ーション２０２は、ＧＰＳ機能を有しており、車両の現在位置の表示、車両の現在値から
目的地までのルート検索を行い、走行予定経路を案内する。二次電池２０４は、車両２１
の動力源であり、例えば充電装置３１又は充電装置３２からの供給電力により充電され、
また図示しないモータの回生制御によっても充電される。ＣＰＵ２０３は、二次電池２０
４の電池の状態を管理し、例えば、二次電池２０４の電圧を検出することにより、充電容
量を検出する。
【００１４】
　またＣＰＵ２０３は、通信部２０１を制御することにより、車両２１の外部と信号の送
受信を行い、通信部２０１により車両２１の走行情報が、情報提供装置１に送信される。
走行情報には、二次電池２０４の状態を示す情報、ナビゲーション２０２により検出され
る情報、車両２１の状態を示す情報が含まれ、例えば、二次電池２０４の残容量、目的地
までの走行予定経路、経由地、到着予想時刻、車両２１の現在の位置、車両２１の速度、
車両２１の方向等が含まれる。なお、車両２２の構成は、上記の車両２１の構成と同様で
あるため、説明を省略する。
【００１５】
　次に、図３を用いて、本例の情報提供装置１と、本例の情報提供装置１を含めた情報提



(5) JP 5370585 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

供システムを説明する。情報提供装置１は、取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充
電出力推定部１０３、判断部１０４及び情報提供部１０５を備える。また情報提供装置１
は、通信回線３０２を介して、外部サーバ３０１と情報の送受信を行う。外部サーバ３０
１には、道路の交通情報、気象情報及び電力会社からの情報が含まれている。電力会社か
らの情報には、各充電装置３１、３２の現在の電力出力値や定格出力値等が含まれる。
【００１６】
　取得部１０１は、車両２１、２２又は外部サーバ３０１から送信される走行情報を取得
する。充電必要度予測部１０２は、走行情報を用いて、車両２１、２２の充電の必要度を
予測する。走行情報には、車両２１、２２の通信部２０１から送信される情報、あるいは
、外部サーバ３０１から送信される、車両２１、２２が走行する道路の地形情報、渋滞情
報、又は車両２１、２２の環境の気象情報等が含まれる。
【００１７】
　充電の必要度は、車両２１、２２における、充電の可能性を示しており、充電の必要度
の高い車両２１、２２ほど、充電装置３１、３２により充電される。また、充電必要度予
測部１０２は、道路マップ上を所定のエリア毎に予め区切り、当該所定のエリアの道路を
走行する車両２１、２２の充電の必要度を予測する。充電の必要度は、所定のエリア毎に
演算される。また所定のエリアは、充電装置３１、３２の位置に対応して設定される。な
お、充電の必要度の予測方法については、後述する。
【００１８】
　充電出力推定部１０３は、充電必要度予測部１０２により予測された充電の必要度に応
じて、充電装置３１、３２の充電出力値を推定する。当該充電出力値は、充電の必要度に
応じて、車両２１、２２が充電装置３１、３２により充電された場合に、充電装置３１、
３２において、車両２１、２２に供給するための電力量を示している。充電出力値は、現
時点で充電装置３１、３２により供給されている電力量を示す値ではなく、充電の必要度
に応じた数の車両２１、２２が、充電の必要度に応じた充電容量で充電された場合を想定
して演算される値である。また充電出力値は、所定のエリア毎に演算される。
【００１９】
　判断部１０４は、充電出力推定部１０３により推定された充電出力値と充電出力閾値と
を比較する。充電出力閾値は、所定エリアに含まれる充電装置３１、３２の定格出力値に
対応しており、所定エリアにおいて、充電出力値が充電出力閾値を越える場合には、当該
所定エリアに含まれる充電装置３１、３２の充電量が不足することを示す。
【００２０】
　情報提供部１０５は、判断部１０４の判断結果に応じて、車両２１、２２に対して、自
車の充電に関する推奨情報を送信する。推奨情報には、充電装置３１、３２の設置場所の
情報、車両２１、２２の充電量の情報、充電装置３１、３２の種類の情報、車両２１、２
２の走行経路の情報、充電装置３１、３２の充電待ち時間の情報、又は、充電装置３１、
３２の充電時間の情報等の情報が含まれる。推奨情報は、当該情報を受信した車両２１、
２２が効率的に充電を行うための情報であり、後述するように、所定エリア内の充電出力
値を充電出力閾値以下に抑えるための情報である。
【００２１】
　次に、本例の情報提供装置１の制御内容について、説明する。
【００２２】
　まず、情報提供装置１は、充電装置３１、３２の設置位置に対応させ、地図上を所定の
エリア毎に区分けし、当該エリアの充電出力閾値を予め設定する。充電出力閾値は、エリ
アに設けられた充電装置３１、３２の定格出力値に相当し、例えば図１において、エリア
Ａの充電出力閾値は充電装置３１の定格出力値に、エリアＢの充電出力閾値は充電装置３
２の定格出力値に相当する。
【００２３】
　そして、充電必要度予測部１０２は、取得部１０１により取得された走行情報から、エ
リア毎の充電の必要度を予測する。ここで、充電の必要度の予測方法について詳述する。
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充電必要度予測部１０１は、車両２１、２２の位置情報、走行予定経路及び現在の電池の
残容量から、車両２１、２２が充電する充電装置３１、３２及び充電量を予測する。例え
ば、図１を参照し、エリアA内の車両２１の車両群の中で、残容量が３０パーセントより
少ない車両２１は、最寄りの充電装置３１で充電する可能性が高く、車両２２の車両群の
中で、残容量が少ない車両２２は最寄りの充電装置２２で充電する可能性が高い。また、
エリアB内の車両２２の車両群の中には、残容量が多い車両２２であっても、現在の位置
から到着地までの走行経路から、将来残容量が３０パーセントより低くなり、エリアA内
の充電装置３１で充電される可能性がある車両２２も存在する。この場合、当該車両２２
は、充電装置３１で充電する可能性があると予測される。このように、エリアAの充電可
能性がある車両を特定し、特定した車両の台数をエリアAの充電の必要度とする。すなわ
ち、充電必要度予測部１０２は、各車両２１、２２の残容量と現在の位置から到着地まで
の走行経路から、各車両２１、２２に対して、充電する可能性がある充電装置３１、３２
を割当て、エリア毎に、充電する可能性を予測する。そして、当該可能性が、充電の必要
度となる。なお、充電の必要度は、例えば期待値等の統計的な値を用いて、可能性を表す
数値として、演算されればよい。
【００２４】
　また充電必要度予測部１０２は、外部サーバ３０１からの情報を含めて、充電の必要度
を予想する。充電必要度予測部１０２は、例えば、外部サーバ３０１の渋滞情報を上記の
必要度に反映させる。渋滞箇所を含むエリアでは、車両２１、２２の二次電池２０４に対
する負荷が大きくなるため、最寄りの充電装置３１、３２で充電される可能性が高くなる
。そのため、充電必要度予測部１０２は、渋滞している場合のエリアの充電の必要度を、
渋滞していない場合の同エリアの充電の必要度より高くして、予測する。例えば、渋滞箇
所を含むエリアにおいて、二次電池２０４の電力消費率を大きく設定することにより、残
容量が３０パーセントより低くなる時期が早まる車両が増えるので、このような車両を特
定し、台数を加算することで、充電の必要度を予測する。これにより、本例は、道路状況
に応じて、エリア毎の充電の必要度の予想精度を高めることができる。
【００２５】
　また充電必要度予測部１０２は、外部サーバ３０１からの気象情報を含めて、充電の必
要度を予想してもよい。例えば、激しく雨が降っている道路を含むエリアでは、車両２１
、２２の二次電池２０４に対する負荷がワイパーや補機類の動作等により、大きくなるた
め、電池容量の消費量が多くなる。そのため、充電必要度予測部１０２は、豪雨のエリア
の充電の必要度を、豪雨ではない同エリアの充電の必要度より高くして、予測する。例え
ば、激しく雨が降っている道路を含むエリアにおいて、二次電池２０４の電力消費率を大
きく設定することにより、残容量が３０パーセントより低くなる時期が早まる車両が増え
るので、このような車両を特定し、台数を加算することで、充電の必要度を予測する。こ
れにより、本例は、気象状況に応じて、エリア毎の充電の必要度の予想精度を高めること
ができる。
【００２６】
　また充電必要度予測部１０２は、外部サーバ３０１からの地形情報を含めて、充電の必
要度を予想してもよい。例えば、急斜面の道路を含むエリアでは、車両２１、２２の二次
電池２０４に対する負荷が大きくなるため、電池容量の消費量が多くなる。そのため、充
電必要度予測部１０２は、急斜面を含むエリアの充電の必要度を、平地のエリアの充電の
必要度より高くして、予測する。例えば、急斜面の道路を含むエリアにおいて、二次電池
２０４の電力消費率を大きく設定することにより、残容量が３０パーセントより低くなる
時期が早まる車両が増えるので、このような車両を特定し、台数を加算することで、充電
の必要度を予測する。これにより、本例は、道路の地形に応じて、エリア毎の充電の必要
度の予想精度を高めることができる。
【００２７】
　次に、充電出力推定部１０３は、充電必要度予測部１０２により予測された充電の必要
度に応じて、エリア毎に充電出力値を推定する。充電の必要度は、エリア毎に予測されて
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いるため、当該必要度に対応する、充電の可能性がある車両２１、２２が、エリア内に設
けられた充電装置３１、３２で充電した場合を想定し、充電装置３１、３２により出力さ
れる電力量が演算される。ここで、充電出力量は、充電される車両２１、２２の残容量と
、目的地までの走行経路とも関係するため、充電装置３１、３２からの充電出力値は、当
該残容量及び走行経路を含めて、演算される。
【００２８】
　またエリア毎に、設けられている充電装置３１、３２の数や、各充電装置３１、３２の
種類（例：急速充電器、普通充電器など）が異なる場合には、エリア間で同じ充電の必要
度であっても、充電出力値は異なる。すなわち、充電の必要度と充電出力量は、エリア毎
で、対応させている。
【００２９】
　次に、判断部１０４はエリア毎に充電出力値と充電出力閾値とを比較する。判断部１０
４は、充電出力値が充電出力閾値より高い場合に、充電装置３１、３２の充電量が不足す
る可能性があると判断する。一方、充電出力値が充電出力閾値より低い場合には、充電装
置３１、３２の充電量が不足する可能性があると判断されない。
【００３０】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアに関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアに関連する車両２１、
２２とは、例えば、充電量が不足する可能性があるエリア外から当該エリアに向かって走
行している車両であって、当該エリアの充電装置３１、３２にて充電する可能性がある車
両２１、２２である。充電する可能性は、充電必要度予測部１０２により予測された充電
の必要度を参照すればよい。例えば、図１のエリアＡにおいて、充電出力値が充電出力閾
値より高くなった場合を想定する。車両２２の車両群の中で、残容量に余裕がある車両２
２は、充電装置３２では充電する必要性はないが、充電装置３１で充電する可能性がある
。そのため、情報提供部１０５は、当該車両２２に推奨情報を提供する。
【００３１】
　そして、情報提供部１０５は、推奨情報として、例えば、当該車両２２に対して、充電
量が不足する可能性があるエリアＡより外の充電装置３１、３２の位置情報を送信する。
エリアＡより外の充電装置３１、３２の位置情報とは、エリアＡを含む走行予定経路にお
いて、エリアＡの手前であるエリアＢの充電装置３２の位置情報又は、エリアＡの先のエ
リアの充電装置の位置情報である。車両２２は、当該推奨情報を受け取ることにより、充
電する際の混雑が予想される、エリアＡ内の充電装置３１を避けて、他の充電装置にて効
率よく充電することできる。またエリアＡにおいて、充電出力値が高くなることを抑制す
ることができる。
【００３２】
　次に、図４を参照して、本例の情報提供装置１０５の制御手順を説明する。図４は、本
例の情報提供装置１０５の制御手順を示す。
【００３３】
　ステップＳ１にて、取得部２０１は、車両２１、２２から走行情報を取得する。ステッ
プＳ２にて、取得部２０１は、外部サーバ３０１から車両２１、２２の走行情報を取得す
る。そして、ステップＳ３にて、充電必要度予測部１０２は、予め設定されているエリア
毎に充電の必要度を予測する。ステップＳ４にて、充電出力推定部１０３は、ステップＳ
３により予測された充電の必要度から、エリア毎の充電出力値を推定する。
【００３４】
　次にステップＳ５にて、エリア毎に設定されている充電出力閾値と、ステップＳ４によ
り推定された充電出力値とを比較する。充電出力値が充電出力閾値より低い場合には、ス
テップＳ１に戻り、上記のステップを繰り返す。一方、充電出力値が充電出力閾値より高
い場合には、ステップＳ６にて、情報提供部１０５は、推奨情報を送信する車両２１、２
２を特定する。そして、ステップＳ７にて、情報提供部１０５は、ステップＳ６により特
定された車両２１、２２に対して、推奨情報を送信し、処理を終了する。
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【００３５】
　上記のように、本例は走行情報から、所定エリア内の充電の必要度を予測し、当該充電
の必要度に応じて、所定エリア内に設けられた充電装置３１、３２の充電の充電出力値を
推定し、当該充電出力値と充電出力閾値とを比較し、判断結果から、自車の充電に関する
推奨情報を車両２１、２２に提供する。これにより、所定エリア内で充電量が不足するお
それがある場合に、充電に関する推奨情報が車両２１、２２に送信されるため、充電する
可能性が高い車両が、当該所定エリアに集中することを防ぐことができ、所定エリア内の
充電装置３１、３２の充電量が不足することを防ぐことができる。
【００３６】
　また本例は、走行情報に、二次電池２０４の残容量、車両２１、２２の走行予定経路の
情報、車両２１、２２が走行する道路の地形情報、車両２１、２２が走行する道路の渋滞
情報、又は、車両２１，２２の環境の気象情報のうち少なくとも一つを含める。これによ
り、本例は、所定エリア内又はエリア外を走行する車両２１、２２の残容量の変化に応じ
て、充電の必要度を精度よく予想することができる。また、本例は車両２１、２２の走行
予定経路の情報を走行情報に含めるため、所定エリア外を走行する車両２１、２２の充電
の可能性を、当該所定エリアの充電の必要度に反映させることができ、充電の必要度の予
想精度を高めることができる。また本例は、車両２１、２２が走行する道路の地形情報又
は気象情報を走行情報に含めるため、走行状況に応じて、充電の必要度を精度よく予想す
ることができる。
【００３７】
　また本例は、車両２１、２２が走行する道路の渋滞情報を走行情報に含めるため、渋滞
エリアでは二次電池２０４の消費量が多くなり、またエリア内の車両２１、２２の密度が
高くなるが、その分、充電の必要度が高くなるため、エリア内に充電装置３１、３２に充
電する車両が集中することを防ぐことができる。
【００３８】
　また本例は、推奨情報に充電装置３１、３２の位置情報を含める。これにより、推奨情
報を受けとった車両２１、２２は、効率よく充電するための充電装置３１、３２の場所を
取得することができるため、車両ユーザは、より快適に、効率的に車両２１、２２を充電
させることができる。
【００３９】
　また本例は、所定エリアにおいて、充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、当該所
定エリアに向かって走行する車両２１、２２に対して、当該所定エリア外の充電装置の位
置情報を推奨情報として提供する。これにより、当該推奨情報を受け取った車両は、充電
車両の混雑が予想される、当該所定エリアを避けて、充電することができるため、車両ユ
ーザは、より快適に、効率的に車両２１、２２を充電させることができる。また、所定エ
リアに設けられた充電装置３１、３２において、充電する需要が集中することが抑制され
るため、充電装置３１、３２の充電量が不足することを防ぐことができる。
【００４０】
　なお、充電の必要度を予測する際、走行予定経路の情報は必ずしも必要ではなく、二次
電池２０４の残容量の情報を用いて推定してもよい。例えば、あるエリア内において、二
次電池２０４の残容量が３０パーセントより低くなった車両２１、２２は、充電の可能性
があると特定して、エリア内に含まれる車両の電池の残容量から、充電の必要性を予測し
てもよい。
【００４１】
　また本例は、充電装置３１、３２の定格出力より低い出力値を充電出力閾値に設置して
もよい。
　また、充電出力閾値として、外部サーバ３０１に保存された、所定エリア内における最
大電力供給値と車両充電装置を除く電力需要の情報を利用してもよい。例えば、最大電力
供給値と、充電装置を除く電力需要の差を充電出力閾値としてもよい。あるいは、最大電
力供給値を充電出力閾値とし、判断部１０４は、充電出力推定部１０３により推定された
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充電出力値と車両充電装置を除く電力需要との加算値を、充電出力閾値と比較するように
してもよい。
【００４２】
　また本例は、外部サーバ３０１から送信される情報を用いて充電の必要度を推定するが
、当該情報に応じて、充電出力閾値を設定してもよい。例えば渋滞が生じているエリアで
は、充電の必要度が高くなるため、予め充電出力閾値を下げて設定する。これにより、本
例の判断部１０４は、渋滞が生じていない場合と比較して、充電量が不足する可能性があ
ると、判断しやすくなるため、エリア内の走行状況におうじて、充電量に不足が生じるこ
とを防ぐことができる。
【００４３】
　また充電の必要度は、走行情報に含まれる情報のうち、１つの情報のみを用いて予想さ
れる必要はなく、上記の情報を組み合わせて予想してもよく、他の情報と組み合わせても
よい。
【００４４】
　また推奨情報は、上記の情報のうち、充電装置３１、３２の位置情報のみに限らず、上
記の他の情報とも合わせて提供されてよい。
【００４５】
　また充電必要度予測部１０２は、外部サーバ３０１からの気象情報として、気温の情報
を用いて、充電の必要度を予想してもよい。気温が高いエリアでは、エアコンの稼働率が
上がり、車両２１、２２の二次電池２０４に対する負荷が大きくなるため、電池容量の消
費量が多くなる。そのため、充電必要度予測部１０２は、気温が高いエリアの充電の必要
度を、気温が低い同エリアの充電の必要度より高くして、予測する。これにより、本例は
、気象状況に応じて、エリア毎の充電の必要度の予想精度を高めることができる。
【００４６】
　また本例は、走行情報として、例えば１日あたりの走行距離の情報を用いて、充電の必
要度を予想してもよい。長時間車両２１、２２を走行している場合には、二次電池２０４
を充電する可能性が高くなるため、当該走行距離を充電の必要度に反映させることにより
、エリア毎の充電の必要度の予想精度を高めることができる。
【００４７】
　また本例は、充電の必要度を予想する、又は、充電出力量を推定する際に、過去の統計
データを用いて、充電の必要度を予想又は充電出力量を推定してもよい。例えば、所定の
エリアにおける、車両数や渋滞の発生時間などは、ある程度の傾向を持っている場合があ
る。そのため、当該エリアの走行環境と、充電の必要度又は充電出力量のデータとを対応
づけて、過去のデータとして蓄積する。そして、走行情報から、当該エリアの走行状況を
把握し、過去の充電の必要度又は充電出力量のデータを照合し、取得した走行情報と合わ
せて、充電の必要度を予想、又は、充電出力量を推定することにより、精度を高めること
ができる。
【００４８】
　また本例は、所定エリアを予め設定するが、充電の必要度又は充電出力値に応じて、所
定エリアを設定してもよい。例えば、ある充電装置３１、３２を基準として、周辺の充電
装置３１、３２において、充電の必要度又は充電出力値が、所定の値より高くなった場合
に、基準となる充電装置３１、３２及び周辺の充電装置３１、３２を含めた領域を、所定
のエリアと設定する。これにより、充電量が不足する可能性がエリアが特定されるため、
上記と同様に、推奨情報を送ることができる。
【００４９】
　なお本例の取得部１０１は本発明の「取得手段」に相当し、車両２１、２２が「電動車
両」に、充電必要度予測部１０２は「充電必要度予測手段」に、充電出力推定部１０３は
「充電出力推定手段」に、判断部１０４は「判断手段」に、情報提供部１０５は「情報提
供手段」に相当する。
【００５０】
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《第２実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００５１】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００５２】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリア内を走行している車両２１、２２であって、充電する必要がない車
両２１、２２である。充電する必要がない車両２１、２２は、取得部１０１により取得さ
れた走行情報に含まれる、二次電池２０４の残容量の情報を用いることにより特定される
。また推奨情報には、エリア外の充電装置３１、３２の位置情報が含まれる。例えば、図
１において、エリアＡの充電出力量が充電出力閾値より高いと判断された場合に、エリア
Ａの車両２１群の中で、残容量が多い車両２１に対して、エリアＡの外に設けられた充電
装置の位置情報が、推奨情報として提供される。また、走行情報には、車両２１の走行予
定経路の情報が含まれているため、情報提供部１０５は、当該走行予定経路の情報を用い
て、エリアＡの外であって、走行予定経路上の充電装置の位置情報を、推奨情報として提
供する。
【００５３】
　充電出力値が充電出力閾値より高いエリアでは、充電量が不足する可能性があるため、
可能な限り、充電装置３１、３２にて充電する車両の数を減らすことが望ましい。そのた
め、本例では、充電量が不足する可能性があるエリアを走行中の車両であって、残容量に
余裕のある車両２１、２２に対して、エリア外の充電装置３１、３２の位置情報を提供す
ることにより、エリア外での充電を推奨する。これにより、エリア内で、充電装置３１、
３２にて充電する車両の数を減らすことができる。
【００５４】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリア内を走行し、かつ、当該所定エリア内で充電する必要がない車両２１、２
２に対して、当該所定エリア外に設けられた充電装置３１、３２の位置情報を、推奨情報
として提供する。これにより、当該推奨情報を受け取った車両２１、２２は、充電する車
両２１、２２の混雑が予想される、当該所定エリアを避けて、充電することができるため
、車両ユーザは、より快適に、効率的に車両２１、２２を充電させることができる。また
、当該所定エリアにおいて、充電する必要がない車両が、当該所定エリアに設けられた充
電装置３１、３２で充電しないので、所定エリア内の充電出力が増大することを防ぐこと
ができ、所定エリア内の充電量が不足することを防ぐことできる。
【００５５】
《第３実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００５６】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００５７】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリア内で充電中の車両２１、２２又は当該エリア内で充電する予定の車
両２１、２２である。エリア内で充電中の車両２１、２２は、車両２１、２２の位置情報
から特定される。またエリア内で充電する予定の車両２１、２２は、車両２１、２２の走
行予定経路と、二次電池２０４の残容量を用いることにより特定される。推奨情報には、
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充電する位置から、当該エリアの外まで走行するために必要な充電量が含まれる。例えば
、図１において、エリアＡの充電出力量が充電出力閾値より高いと判断された場合に、充
電装置３１により充電する車両２１、２２には、充電装置３１の位置からエリアＡの外ま
で走行するために必要な充電量が推奨情報として提供される。
【００５８】
　充電出力値が充電出力閾値より高いエリアでは、充電量が不足する可能性があるため、
可能な限り、当該エリアに設けられている充電装置３１、３２の充電量を抑えることが望
ましい。そのため、本例では、充電量が不足する可能性があるエリアで充電する車両２１
、２２に対して、当該エリア外まで走行するために必要な充電量を提供することにより、
エリア内での充電量を抑える。
【００５９】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリア内で充電中の車両２１、２２又は充電する予定の車両２１、２２に対して
、少なくとも所定エリアの外まで走行するために必要な充電量を推奨情報として提供する
。これにより、当該推奨情報を受け取った車両２１、２２が所定エリアで充電する際に、
充電量が抑制されるため、所定エリア内の充電量が不足することを防ぐことできる。
【００６０】
《第４実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００６１】
　車両２１、２２からの走行情報には、到着希望時刻の情報が含まれ、到着希望時刻は、
例えば車両２１、２２のユーザが乗車時に設定することにより、決定される。
【００６２】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００６３】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリア内で充電する予定の車両２１、２２である。エリア内で充電する予
定の車両２１、２２は、車両２１、２２の位置情報と、走行予定経路と、二次電池２０４
の残容量を用いることにより特定される。推奨情報には、充電装置３１、３２の種類の情
報が含まれ、充電装置３１、３２の種類とは、例えば、急速充電装置、普通充電装置など
である。例えば、図１において、エリアＡの充電出力量が充電出力閾値より高いと判断さ
れた場合に、充電装置３１により充電する車両２１又は車両２２には、到着希望時刻と充
電開始予定時刻に応じて、充電装置３１の種類に関する情報が推奨情報として提供される
。
【００６４】
　充電出力値が充電出力閾値より高いエリアでは、充電量が不足する可能性があるため、
可能な限り、当該エリアに設けられている充電装置３１、３２の充電量を抑えることが望
ましい。そのため、本例では、充電量が不足する可能性があるエリアで充電する車両２１
、２２であって、到着希望時刻と充電開始予定時刻から出発時間に余裕がある車両２１、
２２を特定する。そして、当該車両２１、２２に対して、普通充電装置を使って充電する
ために、充電装置３１、３２の種類の情報を提供することにより、エリア内での充電量を
抑える。
【００６５】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリア内で充電する予定の車両２１、２２に対して、充電装置３１、３２の種類
を推奨情報として提供する。これにより、当該推奨情報を受け取った車両２１、２２は、
充電開始後で出発するまで十分な時間がある場合に、急速充電装置より電力負荷の小さい
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普通充電装置で充電されるため、所定エリア内の充電量が不足することを防ぐことができ
る。
【００６６】
　なお、本例において、充電開始から出発まで、充分な時間があるか否かは、走行情報に
含まれる到着希望時刻に基づいて判断するが、充電時に、車両２１、２２のユーザにより
入力される充電終了希望時刻から判断してもよい。すなわち、例えば充電開始時に、車両
２１、２２のユーザが充電終了希望時刻を入力すると、充電装置３１、３２は、当該時刻
を含む信号を情報提供装置１に送信する。情報提供装置１は、当該信号をトリガとして、
充電装置３１、３２を含むエリアを特定し、上記のように、当該エリアにおいて、充電出
力値が充電出力閾値を超えるか否かを判断し、判断結果に応じて、推奨情報を車両２１、
２２又は充電装置３１、３２に送信する。
【００６７】
《第５実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００６８】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００６９】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリアに向かって走行する車両２１、２２である。エリアに向かって走行
する車両２１、２２は、車両２１、２２の位置情報及び車両２１、２２の走行予定経路か
ら特定される。推奨情報には、当該エリアを含まない走行経路の情報が含まれる。例えば
、図１において、エリアＡの充電出力量が充電出力閾値より高いと判断された場合に、エ
リアＡに向かって走行している車両２２には、エリアＡを含まない走行経路の情報が推奨
情報として提供される。
【００７０】
　充電出力値が充電出力閾値より高いエリアでは、充電量が不足する可能性があるため、
可能な限り、当該エリアに設けられている充電装置３１、３２の充電量を抑えることが望
ましい。また、当該エリアに向かって走行している車両２１、２２が当該エリアで充電す
る場合に、充電の待ち時間又は充電時間が長時間になるおそれがあるため、当該エリアを
避けて充電をした方がよい。そのため、本例では、充電量が不足する可能性があるエリア
に向かって走行する車両２１、２２に対して、当該エリアを避けた、新たな走行経路を提
供することにより、エリア内での充電量を抑える。
【００７１】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリアに向かった走行する車両２１、２２に対して、当該所定エリアを含まない
走行経路の情報を推奨情報として提供する。これにより、当該推奨情報を受け取った車両
２１、２２は、新たな走行経路を走行するため、当該所定エリアで充電することが避けら
れるため、所定エリア内の充電量が不足することを防ぐことできる。
【００７２】
　なお本例は、充電出力値が充電出力閾値を超えるエリアに向かって走行する車両２１、
２２に対して推奨情報を提供するが、当該エリアに向かって走行する車両２１、２２であ
り、かつ、二次電池２０４の残容量から当該エリアで充電する可能性が高い車両に対して
、推奨情報を提供してもよい。
【００７３】
　また本例は、充電出力値が充電出力閾値を超えるエリアに向かって走行する車両２１、
２２に対して、当該エリアの位置情報を推奨情報として送信してもよい。推奨情報を受け
取った車両２１、２２は、車両２１、２２に搭載されたナビゲーションシステムにより、
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当該エリアを避ける走行経路を検索する。これにより、車両２１、２２は、当該エリアを
避けて走行するため、エリア内の充電量が不足することを防ぐことできる。
【００７４】
《第６実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００７５】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００７６】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリア内で充電する予定の車両２１、２２である。エリア内で充電する予
定の車両２１、２２は、車両２１、２２の位置情報と、走行予定経路と、二次電池２０４
の残容量を用いることにより特定される。推奨情報には、充電装置３１、３２における、
充電のための待ち時間に関する情報が含まれる。例えば、図１において、エリアＡの充電
出力量が充電出力閾値より高いと判断された場合に、充電装置３１により充電する予定の
ある車両２２には、充電装置３１で充電するための待ち時間が推奨情報として提供される
。
【００７７】
　なお、待ち時間は、充電装置３１、３２と情報提供装置１との間で、エリア内における
充電装置３１、３２の空き情報、充電中の利用時間、エリア内を走行する車両の充電の必
要度等を用いることにより算出される。
【００７８】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリア内で充電する予定の車両２１、２２に対して、エリア内に設けられた充電
装置３１、３２の待ち時間を推奨情報として提供する。これにより、当該推奨情報を受け
取った車両２１、２２は、当該エリア内に入る前に充電装置３１、３２がある場合に、前
もって充電することができるため、所定エリア内の充電量が不足することを防ぐことでき
る。
【００７９】
　また、充電出力値が充電出力閾値を超えるエリアでは、充電の待ち時間が長くなるおそ
れがあるが、当該待ち時間の情報を事前に入手することにより、車両２１、２２のユーザ
は、当該待ち時間を有効に活用することができる。
【００８０】
《第７実施形態》
　本例は上述した第１実施形態に対して、充電に関する推奨情報の内容が異なる。これ以
外の構成で上述した第１実施形態と同じ構成及び効果は、その記載を適宜、援用する。
【００８１】
　取得部１０１、充電必要度予測部１０２、充電出力推定部１０３及び判断部１０４の制
御内容は、第１実施形態と同様であるため、省略する。
【００８２】
　情報提供部１０５は、判断部１０４により、充電量が不足する可能性があるエリアと関
連する車両２１、２２を特定し、推奨情報を提供する。当該エリアと関連する車両２１、
２２とは、当該エリア内で充電する予定の車両２１、２２である。エリア内で充電する予
定の車両２１、２２は、車両２１、２２の位置情報と、走行予定経路と、二次電池２０４
の残容量を用いることにより特定される。推奨情報には、充電装置３１、３２における、
充電時間に関する情報が含まれる。例えば、図１において、エリアＡの充電出力量が充電
出力閾値より高いと判断された場合に、充電装置３１により充電する予定のある車両２２
には、充電装置３１で充電した際の充電時間が推奨情報として提供される。
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【００８３】
　なお、充電時間は、充電装置３１、３２と情報提供装置１との間で、エリア内における
充電装置３１、３２の充電出力量、充電中の利用時間等を用いることにより算出される。
【００８４】
　上記のように本例は、所定エリアにおいて充電出力値が充電出力閾値を超える場合に、
当該所定エリア内で充電する予定の車両２１、２２に対して、エリア内に設けられた充電
装置３１、３２の充電時間を推奨情報として提供する。充電出力値が充電出力閾値を超え
るエリアでは、充電量が不足するおそれがあり、充電出力量に制限がかかる場合があるた
め、通常時より、充電時間が長くなる場合がある。本例では、推奨情報を受け取ることに
より、所定エリア内に入る前に充電装置３１、３２がある場合に、前もって充電すること
ができるため、所定エリア内の充電量を抑制することができる。

【図１】 【図２】
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